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ＣＨＯ技術研究所

2013年4月1日　ソーラーシェアリング導入に関する農水省の指針が出ました。 長島　彬
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/pdf/130401-01.pdf
この指針に沿って導入計画を作り合格すればソーラーシェアリングを実施出来ることになりました。

下記はその要約です（誤解がある場合がありますので許可権者に確認してください）

　ソーラーシェアリングを導入される方のためのご案内（訂正）

基本： ソーラーシェアリングを行うための架台の柱部分を一時転用とみなし、現行法のまま

許可権者を県知事又は農林水産大臣として、下記要項を満たす条件で認める事にす

要項７ 周りの農地の効率的な利

用、農業用用排水施設の機能等

に支障を及ぼすおそれがないこと

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/pdf/130401-01.pdf


参考：導入手順概略（業者に依頼しない場合）

１、 使用する太陽光発電設備と農地の耕作計画を勘案して導入計画仕様を決める

２、 農業委員会に計画仕様の承認を得る 所定の申請用紙等の問い合わせ

３、 資金計画を確定する 担保設定し出来るだけ低金利の融資を受ける

４、 系統電力との連結の費用を電力会社と打合せ確定する 費用確認

５、 経産省に申請、計画の認定を受ける

６、 ①～⑤までが済んだ後に発注契約を行い納期を確認。組立完成

７、 売電契約と電力会社の最終検査 売電開始 ※要耕作後継者の確保


